
岩沼市介護福祉条例の一部を改正する条例 

岩沼市介護福祉条例（平成１２年条例第１０号）の一部を次のように改正する。 

第１７条第１項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度ま

で」に改め、「、令第３９条第１項の規定に基づき」を削り、同項第１号中「第３９条第

１項第１号」を「第３８条第１項第１号」に、「３７，９００円」を「３５，５００円」

に改め、同項第２号中「第３９条第１項第２号」を「第３８条第１項第２号」に、

「５６，９００円」を「５３，４００円」に改め、同項第３号中「第３９条第１項第３号」

を「第３８条第１項第３号」に、「５６，９００円」を「５３，８００円」に改め、同項

第４号中「第３９条第１項第４号」を「第３８条第１項第４号」に、「６８，３００円」

を「７０，２００円」に改め、同項第５号中「第３９条第１項第５号」を「第３８条第１

項第５号」に、「７５，９００円」を「７８，０００円」に改め、同項第６号中「第３９

条第１項第６号」を「第３８条第１項第６号」に、「９１，０００円」を「９３，７００円」

に改め、同項第７号中「第３９条第１項第７号」を「第３８条第１項第７号」に、

「９８，６００円」を「１０１，５００円」に改め、同項第８号中「第３９条第１項第８

号」を「第３８条第１項第８号」に、「１１３，８００円」を「１１７，１００円」に改

め、同項第９号中「第３９条第１項第９号」を「第３８条第１項第９号」に、「１２９，０００円」

を「１３２，７００円」に改め、同項第１０号中「第３９条第１項第１０号」を「第３８

条第１項第１０号」に、「１３２，８００円」を「１４８，３００円」に改め、同項に次

の３号を加える。 

 ⑾ 令第３８条第１項第１１号に掲げる者 １６３，９００円 

⑿ 令第３８条第１項第１２号に掲げる者 １７９，５００円 

⒀ 令第３８条第１項第１３号に掲げる者 １８７，４００円 

 第１７条中第２項から第５項までを削り、同条第６項中「第１項第１号」を「前項第１

号」に、「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度まで」に、

「２２，７００円」を「２２，２００円」に改め、同項を同条第２項とし、同条第７項中

「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度まで」に、

「２２，７００円」を「２２，２００円」に、「３７，９００円」を「３７，８００円」

に改め、同項を同条第３項とし、同条第８項中「第６項」を「第２項」に、「令和３年度

から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度まで」に、「２２，７００円」を

「２２，２００円」に、「５３，１００円」を「５３，４００円」に改め、同項を同条第

議案第８号 



４項とする。 

第２０条第３項中「第３９条第１項第１号イ」を「第３８条第１項第１号イ」に、「又

は第９号ロ」を「、第９号ロ、第１０号ロ、第１１号ロ又は第１２号ロ」に、「第９号ま

で」を「第１２号まで」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の岩沼市介護福祉条例の規定は、令和６年度以後の保険料につ

いて適用し、令和５年度以前の保険料については、なお従前の例による。 


